
経済財政運営と改革の基本方針2023（抜粋）（令和５年6月16日閣議決定）

（加速化プランの推進）
急速な少子化・人口減少に歯止めをかけなければ、我が国の経済・社会システムを維持することは難しく、世界第３位の経済大国と
いう、我が国の立ち位置にも大きな影響を及ぼす。若年人口が急激に減少する2030年代に入るまでが、こうした状況を反転させること
ができるかどうかの重要な分岐点であり、ラストチャンスである。このため、政府として、若者・子育て世代の所得向上に全力で取り組む。
新しい資本主義の下、賃上げを含む人への投資と新たな官民連携による投資の促進を進めることで、安定的な経済成長の実現に先
行して取り組む。次元の異なる少子化対策としては、「こども未来戦略方針」に基づき、若い世代の所得を増やす、社会全体の構造や
意識を変える、全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援するという３つの基本理念を踏まえ、抜本的な政策の強化を図る。経済を
成長させ、国民の所得が向上することで、経済基盤及び財源基盤を確固たるものとするとともに、歳出改革等によって得られる公費の
節減等の効果及び社会保険負担軽減の効果を活用することによって、国民に実質的な追加負担を求めることなく、「こども・子育て支
援加速化プラン」（以下「加速化プラン」という。）を推進する。なお、その財源確保のための消費税を含めた新たな税負担は考えな
い。具体的には、「こども未来戦略方針」に基づき、今後「加速化プラン」の３年間の集中取組期間において、「ライフステージを通じた
子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組」（児童手当の拡充、出産等の経済的負担の軽減、地方自
治体の取組への支援による医療費等の負担軽減、奨学金制度の充実など高等教育費の負担軽減、個人の主体的なリ・スキリングへ
の直接支援、いわゆる「年収の壁」への対応、子育て世帯に対する住宅支援の強化）、「全てのこども・子育て世帯を対象とする支
援の拡充」（妊娠期からの切れ目ない支援の拡充や幼児教育・保育の質の向上、「こども誰でも通園制度（仮称）」の創設など）、
「共働き・共育ての推進」（男性育休の取得促進や育児期を通じた柔軟な働き方の推進、多様な働き方と子育ての両立支援）とと
もに、こうした具体的政策に実効性を持たせる「こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革」を、「「加速化プラン」を支える安
定的な財源の確保」を進めつつ、政府を挙げて取り組んでいく。こども・子育て予算倍増に向けては、「加速化プラン」の効果の検証を
行いながら、政策の内容・予算をさらに検討し、こども家庭庁予算で見て、2030年代初頭までに、国の予算又はこども１人当たりで見
た国の予算の倍増を目指す。その財源については、今後更に政策の内容を検討し、内容に応じて、社会全体でどう支えるかさらに検討
する。

３．少子化対策・こども政策の抜本強化
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経済財政運営と改革の基本方針2023（抜粋）（令和５年6月16日閣議決定）

（こども大綱の取りまとめ）
常にこどもや若者の視点でこどもや若者の最善の利益を第一に考える「こどもまんなか社会」を実現する
ため、こども基本法に基づき、幅広いこども施策に関する今後５年程度を見据えた中長期の基本的な
方針や重要事項を一元的に定めるこども大綱を年内を目途に策定し、こども家庭庁が「こどもまんなか社
会」を目指すための新たな司令塔機能を発揮する中で、政府全体でこども施策を強力に推進する。
（略）
誰一人取り残さず、確実に支援を届けるため、こどもや家庭への包括的な支援体制づくりを推進する。
このため、こども家庭センターの設置促進、訪問家事支援の充実、里親支援の充実等家庭養育優先
原則の徹底、社会的養護経験者等に対する自立支援の充実、一時保護所の環境改善、こども家庭
ソーシャルワーカーの取得促進を始めとする、児童虐待防止対策強化・社会的養育推進のための改
正児童福祉法の円滑な施行や、児童相談所の質・量の体制強化、児童養護施設等の環境改善に
取り組むとともに、こどもの自殺対策の強化、いじめ防止対策の推進、若年妊婦の支援に取り組む。
（略）

３．少子化対策・こども政策の抜本強化
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こども未来戦略方針（抜粋）（令和５年6月13日閣議決定）

加速化プラン

Ⅲー１．「加速化プラン」において実施する具体的な施策
２．全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充
（５）多様な支援ニーズへの対応～社会的養護、障害児、医療的ケア児等の支援基盤の充実とひとり親家庭の自立支

援～
○ 経済的に困難な家庭のこども、障害のあるこどもや医療的ケア児、異なる文化的背景を持つこどもなど、多様な
支援ニーズを有するこどもの健やかな育ちを支え、「誰一人取り残さない」社会を実現する観点から、それぞれの
地域において包括的な支援を提供する体制の整備が求められる。
○ 2022年に成立した児童福祉法（昭和22年法律第164号）等の一部改正では、児童虐待の相談対応件数が増加を続け
るなど、子育てに困難を抱える世帯が顕在化してきている状況を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援体制の
中核を担うこども家庭センターの設置や地域における障害児支援の中核的役割を担う児童発達支援センターの位置
付けの明確化などが行われた。
○ また、こどもの貧困対策は、我が国に生まれた全てのこどもの可能性が十全に発揮される環境を整備し、全ての
こどもの健やかな育ちを保障するという視点のみならず、公平・公正な社会経済を実現する観点からも極めて重要
である。こどものいる世帯の約１割はひとり親世帯であり、その約５割が相対的貧困の状況にあることを踏まえれ
ば、特に、ひとり親家庭の自立と子育て支援は、こどもの貧困対策としても喫緊の課題であると認識する必要があ
る。
○ こうした多様なニーズを有する子育て世帯への支援については、支援基盤や自立支援の拡充に重点を置き、以下
の対応を中心に進める。今後、本年中に「こども大綱」が策定される過程において、更にきめ細かい対応について
議論していく。

（社会的養護・ヤングケアラー等支援）
○ 子育てに困難を抱える世帯やヤングケアラー等への支援を強化する。児童福祉法等の一部改正により2024年度から
実施される「こども家庭センター」の人員体制の強化等を図る。また、新たに法律に位置付けられる子育て世帯訪
問支援事業について、支援の必要性の高い家庭に対する支援を拡充する。さらに、社会的養護の下で育ったこども
の自立支援に向け、学習環境整備等の支援強化を図る。 3



こども未来戦略方針（抜粋）（令和５年6月13日閣議決定）

加速化プラン

Ⅲー３．こども・子育て予算倍増に向けた大枠
〇 「加速化プラン」の予算規模は、現時点ではおおむね３兆円程度となるが、さらに、本戦略方針に盛り込まれて
いる施策のうち、高等教育費の更なる支援拡充策、今後「こども大綱」の中で具体化する貧困、虐待防止、障害
児・医療的ケア児に関する支援策について、今後の予算編成過程において施策の拡充を検討し、全体として３兆円
半ばの充実を図る。
○ 「加速化プラン」を実施することにより、我が国のこども・子育て関係予算は、こども一人当たりの家族関係支
出で見て、OECDトップ水準のスウェーデンに達する水準となり、画期的に前進する。
○ 現時点の「加速化プラン」を実施することにより、国のこども家庭庁予算（2022年度4.7兆円）は約５割増加する
と見込まれる。また、育児休業については、新たな男性育休の取得目標の下での職場の意識改革や制度拡充の効果
により関連予算が倍増していくと見込まれる。
○ こども・子育て予算倍増に向けては、「加速化プラン」の効果の検証を行いながら、政策の内容・予算をさらに
検討し、こども家庭庁予算で見て、2030年代初頭までに、国の予算又はこども一人当たりで見た国の予算の倍増を
目指す。その財源については、今後更に政策の内容を検討し、内容に応じて、社会全体でどう支えるかさらに検討
する。
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